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労働とは

社会政策・労使関係の観点から

　日本での「社会政策」の定義について，かつて本誌
でつぎのように論じたことがある 1）。

　社会政策とは「労働力」が商品化され市場取引
されるという資本主義社会における社会統合にか
かわるシステムの体系であり，これは労働力取引
システムと相互扶助システム（主として社会保障シ
ステム）という密接に関連する 2 つの体系から
なっている。この両者の関連を分析することが社
会政策学固有のテーマである。どちらのルールが
より根本的であるかという観点をみれば，それは
労働力取引ルールだろう。しかし，それだけでは
社会政策は完結しないという点にこそ，その本質
があると理解すべきだろう。その密接な関連性の
考察こそが重要なのであり，社会政策が社会政策
として成り立つアイデンティティなのではないだ
ろうか。

　日本の社会政策の領域で「労働」という場合，ま
ず，稼得労働を意味することが多く，とくに雇用労働
を意味することが多い。この「多い」というあいまい
な言い方をするのは，稼得労働ではない労働や雇用労
働でない労働もしばしば議論の対象となるからであ
る。
　まず，稼得労働からみておこう。個別労働関係の分
析の多くは雇用関係の分析であるが，雇用関係と自営
業の境界や自営業を含む労働関係も含む。いずれにせ
よ，生活するために働く人々のあり方を問うというこ
とが主たるテーマである。中核的労働関係，周辺的労
働関係，原生的労働関係（労働基準や社会権が事実上通
用しない素朴な市場主義的労働関係），近代的労働関係
（労働基準や社会権が一般化し，集団的な労使関係も整備し
た労働市場を前提とする労働関係），現代的労働関係（集
団的労使関係の融解，原生的労働関係への部分的な回帰）
などがテーマとなる。広く言えば自営業を含む労働市
場を扱うが，その主たるテーマは労働関係の現状と問
題，そしてその解決策の模索にあり，労働市場につい
ては，労働市場構造，労働市場の実態的なルールの解
明に問題関心の力点がある。失業問題も，マクロ経済
政策的課題というよりも労働者の生計維持に重点があ
る。
　もちろん社会政策の対象は稼得労働だけではない。

非稼得労働，つまり，家事労働や子育て労働，家族内
介護労働，あるいはこうした非稼得労働と稼得労働と
の関係，現代的に言えば，家族内のワーク・ライフ・
バランスも重要なテーマである。それは社会の再生産
（持続可能な社会），あるいは労働力の再生産にとって
重要であり，とくに家事労働と育児労働は必要不可欠
な労働である。「労働」あるいは「仕事」をどう定義
づけるかについては議論があるだろうが，私はそれを
「責任を伴う行為」2）としたい。たとえば，ボランティ
アで報酬を受け取らないとしても，いったんある行為
を約束すれば責任が発生する。子育てや介護に責任が
伴うのは当然であろう。
　現代日本では，少子化という現実があり，これは労
働力の再生産，少なくとも量的な縮小再生産に陥って
いるということを意味する。量的縮小再生産は必ずし
も悪いことではないが，急激な縮小再生産は高齢者の
医療費負担や年金財政，さらには高齢者の占める割合
が高い生活保護費の増大という観点からすれば，社会
制度の持続可能性にとって大きな不安要因となってい
る。
　この稼得労働と非稼得労働の分業のあり方は，家族
内の分業のあり方の分析にもつながる。これは労働者
と使用者の間の労働関係というよりも，家族という単
位での分業構造を視野に入れた労働関係ということで
ある。たとえば，稼得労働については，片稼ぎモデル
なのか共稼ぎモデル 3）なのかという点がある。片稼
ぎモデル（正確には片稼ぎ正社員モデル）が，男女雇用
平等や男女共同参画社会の実現という議論と齟齬をき
たしているのは間違いない。他方，共稼ぎモデル（正
確には対等共稼ぎ正社員モデル）にとっては，家事労働
や子育て労働のあり方も重要となる。
　家事労働の外部化としての外食・中食産業，掃除な
どの家事支援産業との関係，総じて家事労働の市場化
という古くからの傾向に続いて，子育て労働の外部化
としての保育所・学童保育などの社会保障制度や民間
市場との関連，介護労働の外部化としての介護保険制
度や介護産業・介護市場化の関係などにも焦点があて
られる。総じて言えば，旧来の家族内労働の外部化で
あり，それは市場化とともにしばしば社会保障制度化
も伴う。
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　さて，ワーク・ライフ・バランスは一般には「仕事
と生活の両立」とされている。しかし，先に論じたよ
うに家事や子育ても「労働」である。それは稼得労働
か非稼得労働（あるいは無償労働）の区別に過ぎない。
日本のワーク・ライフ・バランス論は，実に残念なこ
とながら，多くの場合，稼得労働と家事・子育てなど
の非稼得労働のバランスを論じるものが大半であり，
実際には，労働と労働のバランス論，つまり，ワー
ク・ワーク・バランス論なのである。そこにはレ
ジャーとしてのライフはない。
　つぎに労使関係論的観点から「労働」について考え
ていくことにしよう。労働市場での取引ルールそのも
のを扱う労使関係論においては，労働はまず組織され
た労働，具体的には労働組合を指す。「労使関係」に
ついても，本誌で論じたことがある 4）。マルクス主義
的な労資関係論においては，経済関係の基本を資本・
賃労働関係として捉える。古典派経済学の価値論であ
る労働価値説を踏まえ，階級対立として労使関係を捉
える。アメリカの制度派経済学においても，とくにコ
モンズやダンロップの研究が示すように，企業と労働
組合が経済制度の主要なアクターとして意識されてい
る。
　「労働」はしばしば「雇用労働」の意味で使われる
こともある。自営業の「労働」も労働ではあるが，自
営業者をふつう「労働者」とは呼ばない。職能団体で
ある日本医師会などは，医師という労働力の供給制限
や彼らの賃金収入に相当する診療報酬の決定について
交渉力を持っているという意味では，強力なクラフト
ユニオン（職業別労働組合）に近いが，ふつうは職能
団体であっても労働組合とはしない。むしろ，小規模
な医療法人などでは，実態としては看護師などを雇用
する「自営業者」あるいは経営者という側面も強い。
もっとも，職能団体と労働組合の境界はあいまいであ
り，実際，近年ドイツでストライキを盛んに行ってい
る「勤務医」や「パイロット」の労働組合は職能団体
として発足し，近年「労働組合化」してきた 5）。
　労働組合運動よりも労働運動のほうが広いが，労働
運動は，労働組合運動と等値されることもある。社会
政策学や労働経済学と同じように，労働者の中心がブ
ルーカラーからホワイトカラーに移るにつれて，労使
関係論でもホワイトカラーがより重視されるように
なっている。もっとも，先進諸国では公務労働を除け
ば，比率を高めるホワイトカラー労働者の低い組合組
織率，もともと組合組織率の高かったブルーカラー労
働者の人数の減少と組織率の低下などにより集団的労
使関係そのものが低調になっており，それは労働組合

の交渉相手である経営者団体や企業人事部の弱体化と
いう現象をもたらしている。なお，コミュニティーユ
ニオンや一般組合は，財政力が弱く組織化もままなら
ず，相変わらず周辺的な組織にとどまっている。集団
的労使関係の停滞に伴い，「労使関係」と「雇用関係」
について交換可能な議論が増えている。もちろん，後
者の主眼が経済合理性にあるのに対して，前者，つま
り労使関係には力関係や紛争，あるいは変化に関心の
重点があるという意味では，異なる。
　さて，最近話題となっている「同一（価値）労働同
一賃金」は，労働運動の普遍的なスローガンであり，
本来，労働組合が賃上げを要求する場合の基本的な根
拠の一つである。それは労働者としては同等の職業能
力を持っており，かつ同等の労働をしているにもかか
わらず，賃金に違いがある場合，相対的に低い賃金し
か受け取っていない労働者あるいは労働者集団が，相
対的に高い賃金を得ている労働者あるいは労働者集団
と同等の賃金を要求するものである。たとえば，かつ
てのイギリスの職業別組合を例にとれば，機械工組合
と電気工組合があるとして，電気工の需要が増えて電
気工組合が高い賃上げを獲得した時，機械工組合は電
気工と同額の賃上げを要求することになる。職種ごと
の労働組合が一般的ではないわが国でも，春闘のメカ
ニズムは，基本的に「同一労働同一賃金」の要求とい
う「比較の論理」にもとづく。たとえば，まず業績の
良い業種の大企業の労使がパターンセッターとして最
初に賃金交渉し，そこでえた賃上げ水準（額の場合は
格差縮小となるが，率だと格差は縮まらない）を，業績の
あまり良くない業種や，大企業に比べ平均的には賃金
水準の低い中小企業の労働組合が「同一労働同一賃
金」の観点から，同等の賃上げを要求するのである。
　かつて，「同一（価値）労働同一賃金」論は，日本
では企業規模間格差を縮める論理として使われてきた
が，そのうち男女間賃金格差を縮める論理として，最
近では，正社員と非正社員の賃金格差を縮める論理と
して使われることが多い。いずれにしても，労働供給
主体が所有するスキルやキャリアのレベルを基本とし
て，相対的に賃金が低い人々が賃上げを求める論理な
のである。したがって，「同一（価値）労働同一賃金」
論が，経営者たちの論理として使われることはほとん
どない。労働市場論として考えれば，企業型，クラフ
ト型を問わず内部労働市場内あるいは内部労働市場
間，および内部労働市場と外部労働市場の間における
労働市場の違い（仮に同じ仕事をしているとしても）を
反映した現象であり，賃金格差があるのは賃金の価格
付け方法が異なるからであり，労働経済学的に必ずし
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も非合理ではない。しかし，統計的差別の議論が示す
ように，経済合理的であっても，それが社会的に公正
であるとは言えない。つまり，「同一（価値）労働同
一賃金」論は，社会的公正性を求める経済的弱者の抗
議の論理なのである。
　なお，労働供給者集団が独占的な市場支配力を持っ
ていれば，その集団に入っている労働者は高い賃金を
獲得し，集団に入っていない労働者は低い賃金に甘ん
じざるを得ないかもしれない。しかし，労働市場の寡
占・独占による価格差という素朴な経済学的ロジック
は，現代の日本では現実の説明力がほとんどない。企
業経営者が非正社員に比して正社員に相対的に高い賃
金を支払っているのは，企業別労働組合が強力すぎる
からとは言えないだろう。労働組合のない企業でも正
社員と非正社員の格差は存在している。男女間賃金格
差も男性労働者集団の独占力によるものとは言えない
だろう。幸か不幸か，そうした強い交渉力を持つ労働
組合は現代日本ではほとんどない。
　このように考えていくと，従来から労働組合と企業
経営者との交渉という労使関係の枠組みで論じられて
きた「同一（価値）労働同一賃金」論は，両当事者の
テーマであることを超えて，「政労使関係」という労
使関係論の枠組みで捉えなおすことがますます適切に

なっているのである 6）。
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